
荘
園
体
制
下
に

b
け
る
条
里

|
|
特
に
条
里
の
型
に
つ
い
て
1
1
1

の
研
究

佐

木

治

清

々

一
、
序

言

集
落
を
成
立
原
因
に
も
と

F

つ
い
て
分
類
す
る
場
合
-
古
代
は
条
塁
集
落
、
中
世
は
荘
園
集
落
、
近
世
は
新
田
集
落
な
ど
と
い
う
よ
う
に

割
り
切
っ
て
し
ま
う
と
、
条
塁
は
律
令
国
家
体
制
下
の
涯
回
収
授
の
基
盤
と
し
て
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
歴
史
的
社
会
的
変
動
に
よ
っ

て
発
生
し
た
荘
園
や
名
田
に
な
る
と
条
皇
は
死
滅
し
、
も
し
残
存
し
て
い
て
も
化
石
化
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
受
け
と
り
易
い
。

荘園体制下における条里の研究

し
か
し
、
果
し
て
事
実
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
う
か
。
ま
た
、
水
田
耕
作
に
便
利
の
よ
い
条
里
地
割
は
、
た
と
え
律
令
制
か
ら
荘
園

制
へ
と
制
度
は
変
わ
っ
て
も
水
田
耕
作
は
変
わ
ら
な
い
か
ら
、
便
利
で
あ
る
な
ら
ば
条
塁
が
依
然
と
し
て
活
用
さ
れ
て
行
っ
て
も
よ
い
筈

で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
、
筆
者
は
全
国
的
に
荘
園
記
載
が
一
様
に
な
さ
れ
て
い
る
平
安
遺
文
の
古

文
書
篇
全
九
巻
約
五
千
ペ
ー
ジ
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
て
、
荘
園
体
制
下
の
条
豆
の
様
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
荘
園

一
例
を
あ
げ
る
と
、
従
来
条
星

体
制
下
に
生
き
て
い
る
条
里
を
通
し
て
、
条
毘
本
来
の
特
質
に
も
触
れ
る
と
と
の
可
能
性
も
出
て
来
た
。

研
究
と
い
え
ば
、
そ
の
遺
構
の
復
原
と
い
う
形
態
上
の
こ
と
と
か
、
長
地
型
・
半
折
型
の
先
後
論
と
か
が
中
心
問
題
と
な
っ
て
、
条
豆
地

割
の
中
で
営
ま
れ
る
水
田
耕
作
の
濯
減
用
水
は
そ
の
水
源
を
何
に
得
て
い
た
か
と
い
う
機
能
上
の
と
と
は
殆
ん
ど
追
究
さ
れ
な
か
っ
た
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が
、
こ
う
し
た
荘
園
体
制
下
に
活
用
さ
れ
て
い
る
条
塁
を
調
べ
て
み
る
と
、
濯
概
水
源
と
し
て
の
池
の
存
在
が
明
か
に
な
り
、
登
呂
で
代
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表
さ
れ
る
弥
生
時
代
の
湿
地
水
田
、

条
里
・
荘
園
の
池
、

近
世
新
田
の
用
水
路
と
一
系
の
水
利
技
術
の
発
展
が
考
え
ら
れ
、

い
わ
ゆ
る

「
条
里
の
池
」
の
問
題
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
池
に
関
し
て
は
筆
者
が
別
の
機
会
①
に
論
述
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
、

そ
の
他
一
の
諸
問
題
に
つ
い
て
筆
を
進
め
る
と

と
と
す
る
。ニ

、
荘
園
と
条
里
と
の
関
係

従
来
の
荘
園
研
究
を
瞥
見
す
る
と
、
早
く
か
ら
そ
の
研
究
が
着
手
さ
れ
て
い
る
史
学
方
面
で
は
、
中
世
的
世
界
の
形
成
。
と
か
、
均
等
名

に
つ
い
て
の
畿
内
荘
園
の
基
磯
構
造
と
か
、

回
堵
の
存
在
形
態
と
か
、

さ
ら
に
進
ん
で
、
荘
園
の
本
質
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
の
名
の

性
格
に
つ
き
、
と
れ
を
土
地
所
有
、
経
営
の
単
位
と
す
る
考
え
方
に
対
す
る
吟
味
と
か
い
う
よ
う
な
個
別
荘
園
の
動
向
を
基
軸
と
し
て
荘

園
の
一
般
論
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
、
も
し
く
は
記
録
や
法
令
を
中
心
と
し
て
全
体
的
動
向
を
と
ら
え
て
い
く
、
と
い
う
よ
う
な
方
向
に

主
力
が
注
が
れ
て
い
て
、
古
文
書
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
全
体
的
動
向
を
直
接
的
に
-
追
求
す
る
傾
向
は
漸
く
最
近
に
芽
生
え
、
今
後
の
発
展

が
期
待
さ
れ
る
状
況
で
あ
る
。
地
理
学
の
分
野
で
は
荘
園
の
研
究
は
従
来
殆
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、

し
台、

し
真
に
近
世
の
歴
史
地
理
を
理
解
し
よ
う
と
思
え
ば
、
朔
っ
て
中
世
と
の
連
繋
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
荘
園
の
研
究
振

興
は
現
下
の
急
務
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
順
序
と
し
て
古
代
と
中
世
と
の
結
び
付
き
を
考
え
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
条
里
と
荘
園
と
の
関
係
か

ら
考
察
を
進
め
よ
う
。

荘
園
田
至
と
条
里

荘
園
に
関
す
る
古
文
書
を
点
検
す
る
と
、
荘
園
に
は
必
ず
そ
の
境
界
、
す
な
わ
ち
四
至
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
が

普
通
で
あ
る
。
そ
の
四
至
を
み
る
と
、
次
の
数
例
が
示
す
よ
う
に
、
条
皇
に
従
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。



ま
ず
条
里
施
行
の
核
心
地
域
で
あ
る
畿
内
を
み
る
と
、
康
治
二
年
(
一
一
四
一
二
)
の
太
政
官
牒
案
②
に
安
楽
寿
院
領
の
各
国
荘
園
の
四
至

の
記
載
が
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
畿
内
地
域
の
荘
園
と
し
て
芹
川
荘
が
あ
る
。

山
城
国
紀
伊
郡
芹
川
荘

四
至
東
限
三
宅
戸
里
三
十
一
坪

西
限
紀
伊
呈
三
坪

南
限
依
井
里
六
坪

北
限
意
団
里
三
十
二
坪

な
お
、
こ
れ
よ
り
前
の
延
久
四
年
(
一

O
七
二
)
の
太
政
官
牒
案
@
に
よ
る
と
、
山
城
国
相
楽
郡
稲
間
荘
の
四
至
中
、
限
南
荒
陵
皇
三
十
一

-
一
ニ
十
二
・
三
十
三
坪
之
南
畔
と
あ
る
。
摂
津
国
で
は
長
保
二
年
(
一

0
0
0
)
の
東
寺
宝
蔵
焼
亡
日
記
に
よ
る
と
、

摂
津
国
豊
島
郡
垂
水
荘

四
至
限
東
三
条
堺

限
西
六
条
堺

限
南
三
国
河

限
北
四
条
一
里
二
十
五
坪
・
五
条
二
塁
四
坪

荘園体制下における条皇の研究

ま
た
、
丹
波
国
で
は
永
治
元
年
二
一
四
一
)
の
鳥
羽
院
庁
下
文
で
は

歓
喜
光
院
領
丹
波
国
多
紀
荘
(
多
紀
郡
宗
我
部
・
草
南
条
両
郷
)

四

至

東

限

山

辺

里

一

坪

東

肝

陪

南

限

草

南

条

峯

西
限
大
野
揚
佐
ミ
恵
並
海
田
塁
三
十
六
坪
西
肝
回
北
限
佐
多
伯
並
香
味
里
一
坪
北
肝
陪

つ
ぎ
に
東
海
道
筋
で
は
、
延
久
三
年
(
一

O
七
一
)
美
濃
国
符
案
@
に

東
大
寺
領
美
濃
国
安
八
郡
大
井
荘

四
至
限
東
御
墓
志
墓

限
西
十
六
条
三
塁
西
縄

限
南
東
布
志
墓
並
十
六
条
南
縄

限
北
十
三
条
北
縄
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ま
た
、

そ
の
翌
四
年
の
太
政
官
牒
案
に
は
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石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
領
美
濃
国
池
田
郡
泉
江
荘

四

至

東

限

界

江

南

限

十

三

条

南

畔

西
限
十
二
条
十
三
条
三
里
西
畔
北
限
十
二
条
北
畔

さ
ら
に
尾
張
国
で
は
前
記
康
治
二
年
の
太
政
官
牒
案
に
あ
る
安
楽
寿
院
の
荘
園
と
し
て

尾
張
園
山
田
郡
狩
野
荘

四
至
西
限
品
目
禰
里
三
十
六
坪
西
縄

と
あ
る
。

北
陸
筋
を
み
る
と
、
最
勝
寺
領
越
前
国
丹
生
北
郡
大
蔵
荘
で
は
嘉
応
元
年
(
一
二
ハ
九
)
に
四
至
の
堺
を
定
め
て
い
る
が
⑤
、

る
と
、

四
至

南
限
七
条
二
塁

北
限
石
田
荘
堺

と
な
っ
て
い
る
。

向
き
を
変
え
て
、
四
国
の
場
合
、
治
暦
三
年
(
一

O
六
七
)
の
憂
茶
羅
寺
僧
善
芳
解
に
よ
る
と
、

受
奈
羅
寺
領
讃
岐
国
多
度
郡
吉
原
郷
石
手
村
田
畠

四
至
東
限
六
条
九
里
一
坪
東
畔
南
限
山

西
限
奈
良
隈
尾
前
北
限
六
条
九
星
六
坪
北
横
畔

ー
ま
た
前
記
康
治
三
年
の
太
政
官
牒
案
に
は
讃
岐
国
の
安
楽
寿
院
の
荘
園
が
二
カ
所
に
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

讃
岐
国
呑
東
条
内
野
原
荘

四
至
東
限
香
東
野
原
郷
二
条
二
十
豊
一
坪

西
限
香
東
同
郷
五
条
二
十
里
三
坪

南
限
香
西
坂
田
郷
三
条
十
七
里
三
十
二
坪

北
限
呑
東
野
原
郷
五
条
一
一
十
二
盟
十
五
坪

そ
れ
に
よ



同
国
多
度
郡
多
度
荘

四
至
東
限
三
条
二
十
皇
二
十
五
坪

南
限
四
条
十
二
塁
三
十
坪

九
州
で
は
天
仁
三
年
(
一
一
一

O
)
の
肥
前
国
の
例
を
あ
げ
る
@
。

観
世
音
寺
領
肥
前
国
杵
島
郡
中
津
荘

四

至

東

限

海

南

限

七

条

日

白

星

北

畔

西
限
馬
田
皇
東
畔
北
限
大
江

荘
園
は
四
至
ば
か
り
で
な
く
、
臆
示
や
脇
臆
示
に
も
条
呈
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
好
例
と
し
て
松
尾
神
社
領
遠
江
国
池
田
荘
①
の
場

合
を
掲
げ
る
。

荘園体制下における条里の研究

在
豊
田
郡

勝
示
艮
富
田
郷
十
七
坪
勾
坂
境
古
河
坤
倉
所
南
海
際
川
勾
庄
巽

乾
中
村
一
坪
羽
鳥
庄
与
美
菌
御
厨
境
異
文
三
島
南
埼
海
際

副
勝
一
亦
東
天
竜
川
渡
中
須
北
富
田
一
星
ニ
坪
羽
鳥
庄
境
北
中
心

西
池
田
五
坪
稀
御
厨
与
川
勾
庄
境
西
高
木
明
神
本

西
高
木
郷
十
三
坪
畠
川
勾
圧
境

以
上
の
数
例
に
よ
っ
て
荘
園
の
境
界
に
条
皇
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
荘
園
の
周
辺
に
条
皇
の
存
在
す
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
荘
園
の
域
内
に
条
星
が
有
る
か
無
い
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
こ
で
次
に
荘
園
内
部
に
つ
い
て
の
条
里
を
確

め
る
と
と
と
す
る
。

荘
園
内
部
の
条
里

荘
園
内
部
に
条
里
を
包
摂
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
全
国
到
る
処
に
あ
り
、

そ
れ
を
地
域
別
に
整
理
す
る
と
興
味
あ
る

137 

結
果
が
現
わ
れ
る
が
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
荘
闘
を
取
り
あ
げ
て
、
ど
こ
で
も
荘
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圏
内
部
に
条
皇
が
認
め
ら
れ
る
、

と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

近
江
国
奥
島
荘

@
1承
保
元
年
(
一

O
七
四
)

蒲
生
下
郡
船
木
郷
十
二
条
二
十
一
星
・
十
三
条
一
里

大
和
国
草
生
荘
(
東
大
寺
別
院
崇
敬
寺
領
)
@
l永
保
二
年
(
一

O
八
二
)

安
西
郡
草
生
村
十
五
条
七
鹿
井
皇
・
八
務
生
塁
、

十
六
条
七
川
村
里
・
八
板
糟
旦

丹
波
国
大
山
荘
⑬
|
延
喜
十
五
年
(
九
一
五
)

多
紀
郡
一
条
三
大
山
里
・
二
条
四
枚
田
塁
・
六
社
辺
旦

伊
勢
国
飯
野
荘
⑪
|
延
長
七
年
(
九
二
九
)

十
一
条
五
山
下
里
・
六
井
於
里
・
七
井
於
里
十
二
条
六
中
村
里
・
七
伊
羽
皇

十
三
条
五
川
原
皇
・
六
大
国
里
・
七
大
国
里
十
四
条
五

2
七
井
於
里
・
八
庭
羽
里

美
濃
歯
車
芥
江
荘
⑫

1
延
久
四
年
(
一

O
七
一
一
)

池
田
郡
十
一
条
六
里
・
十
二
条
五
塁
・
六
里
・
十
三
条
六
里

甲
斐
国
市
河
荘
(
法
勝
院
領
)
⑬

i
安
和
二
年
(
九
六
九
)

巨
麻
郡
北
一
条
二
井
保
塁
・
五
条
二
神
容
皇
・
七
条
二
志
万
里
・
八
条
四
克
回
里
・
九
条
三
宮
原
里
・
四
市
河
里
・
十
条
十
六
川
上
皇
・
十
一
条
十

八
県
里
・
十
四
条
六
染
原
里

山
梨
郡
十
条
八
小
焼
田
旦
・
十
一
条
八
小
島
皇

八
代
郡
四
条
六
治
尾
毘
・
八
条
三
家
井
皇

荘
園
内
の
条
里
は
以
上
の
諸
国
の
ほ
か
に
、
下
総
・
但
馬
・
阿
波
・
伊
賀
・
大
隅
に
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

条
豆
は
荘
園
ば
か
り
で
な
く
、
柏
や
名
田
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
貞
観
八
年
(
八
六
六
)
に
お
け

る
伊
賀
国
玉
滝
柏
@
で
は
山
田
郡
十
一
条
六
豆
・
十
四
条
二
塁
な
ど
が
現
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
上
総
国
能
勢
村
今
富
名
の
保
延
六
年
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ゐ条

9 
条

7 
条

(
一
一
四

O
)
の
坪
付
@
に
よ
る
と
、
こ
の

名
田
は
七
条
三
・
四
豆
、
八
条
ニ
・
三
塁
、

九
条
二
・
三
・
四
里
に
跨
が
っ
て
田
町

反
の
水
田
が
第
1
図
に
示
す
よ
う
に
分
散

し
、
年
荒
九
反
・
常
荒
百
二
十
歩
と
な

上総国今富名の坪付模式図

り
、
荒
田
が
水
回
全
体
の
約
四
分
の
一
を

占
め
て
い
て
、
生
産
性
の
低
い
と
と
を
物

語
っ
て
い
る
。

条
皇
制
と
い
え
ば
一
般
に
は
何
条
何
呈

で
耕
地
な
ど
の
位
置
が
知
ら
れ
る
と
さ
れ

て
い
る
の
で
、
上
記
の
荘
園
或
は
柚
・
名

第 1図

回
と
い
う
の
は
そ
の
中
に
数
詞
の
つ
け
ら

れ
た
条
里
の
も
の
だ
け
を
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム

に
取
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

ア
ト
ラ
ン
ダ

ム
に
採
択
し
た
も
の
を
眺
め
る
と
、
自
か

ら
近
畿
圏
一
と
関
東
圏
と
南
九
州
と
に
分
れ

て
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
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定
る
c

按
言
す
れ
ば
務
置
付
条
里
は
全
匡
の
ヰ
央
習
と
周
縁
部
と
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
さ
す
れ
ば
そ
の
中
間
部
に
属
す
る
東

海
・
北
陸
・
山
陰
・
山
陽
・
北
九
州
並
び
に
四
国
の
大
部
分
の
地
域
に
分
布
す
る
荘
園
内
の
条
皇
は
一
体
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ

う
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
。

三
、
条

里

の

型

従
来
、
若
干
の
個
別
的
事
例
に
よ
っ
て
、
荘
園
の
概
念
図
が
構
成
さ
れ
、
そ
れ
が
律
令
制
と
機
械
的
に
対
比
さ
れ
る
と
い
う
方
法
の
た

め
に
、
体
制
的
移
行
や
変
容
過
程
の
全
体
系
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
状
態
に
対
し
、
平
安
遺
文
に
依
拠
し
て
古
文
書
を
全
国

的
に
渉
猟
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
特
質
を
地
域
に
プ
ロ
ゼ
ク
ト
す
る
と
い
う
歴
史
地
理
学
的
手
法
は
そ
の
致
命
的
欠
陥
を
克
服
し
得
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
立
場
か
ら
荘
園
体
制
下
の
条
皇
を
地
域
的
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

そ
の
準
備
段
階
と
し
て
、

ま
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
今
日
ま
で
自
明
の
理
と
し
て
い
さ
さ
か
も
疑
念
の
な
い
も

の
に
、

一
般
の
地
方
や
農
村
な
ど
で
は
条
皇
制
の
実
施
が
あ
り
、
京
都
や
奈
良
や
そ
れ
に
準
ず
る
太
宰
府
の
如
き
政
治
都
市
の
町
割
は
条

坊
制
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
条
坊
制
は
都
市
的
な
も
の
、
条
皇
制
は
田
舎
的
な
も
の
、

と
み
る
観
念
が
一
般
の
常
識
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
果
し
て
左
様
な
通
り
の
も
の
で
あ
る
う
か
、
資
料
に
よ
っ
て
筆
者
は
と
の
考
え
方
の
誤
り
を
実
証
し
て
み
よ
う
。

近
畿
か
ら
山
陽
に
移
行
す
る
播
磨
国
の
条
豆
に
つ
い
て
延
喜
八
年
(
九

O
八
)
の
播
磨
国
某
荘
別
当
解
⑮
に
よ
る
と
、
と
の
古
文
書
か
ら

3

は
荘
名
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

い
ず
れ
か
の
寺
院
領
で
あ
る
こ
と
、
本
田
の
ほ
か
に
開
発
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
新
聞
回
が
多

く
起
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
察
し
て
明
白
な
農
村
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

御
荘
田
之
坪
内
、
未
開
地
随
水
使
、
頗
以
年
ミ
発
関
回
也
、
然
則
毎
年
寺
家
収
納
使
、
称
勘
益
回
、
其
地
子
米
者
、
被
収
勘
来
也



と
あ
っ
て
条
皇
の
坪
内
の
反
別
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
条
塁
の
呼
び
方
が
甚
だ
特
異
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

五
条
九
坊
七
乃
中
田
・
十
九
菅
長
田

六
条
十
方
十
二
山
依
田
・
十
三
坪

五
条
十
方
三
官
民
尻
回
・
四
池
尻

こ
の
よ
う
に
数
詞
付
き
の
条
は
他
と
変
ら
ぬ
が
、
通
常
皇
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
坊
ま
た
は
方
と
な
っ
て
い
て
、
と
れ
は

全
く
京
都
や
奈
良
の
条
坊
制
を
真
似
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、

後
に
条
坊
に
変
っ
た
と
は
解
釈
し
難

は
じ
め
は
条
皇
だ
っ
た
が
、

"、。
こ
の
特
異
な
事
例
か
ら
で
も
明
か
な
よ
う
に
、
地
域
を
異
に
す
れ
ば
条
塁
の
呼
称
は
変
化
し
て
ゆ
く
。
い
ま
播
磨
国
の
場
合
を
眺
め
た

の
で
、

つ
い
で
に
山
陽
地
方
か
ら
条
塁
呼
称
を
検
討
じ
て
み
よ
う
。

山
陽
型
と
山
陰
型

山
陽
地
方
で
は
備
後
国
大
田
荘
の
場
合
、
永
万
二
年
(
一
二
ハ
六
)
の
立
券
文
@
に
よ
る
と
、
大
田
に
中
江
良
条
・

荘園体制下における条星の研究

大
江
良
条
・
他
条
、
桑
原
に
赤
屋
条
・
伊
尾
条
・
宇
賀
条
と
い
う
よ
う
に
示
さ
れ
、

里
を
欠
い
て
い
る
。
し
か
も
同
文
書
中
に
赤
屋
・
伊

尾
・
宇
賀
だ
け
は
条
を
村
に
換
え
て
い
る
部
分
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
場
合
の
条
は
実
賀
的
に
は
村
を
意
味
す
る
も
の
と
い
っ
て

差
支
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
村
に
し
ろ
、

ま
た
条
に
し
ろ
、
そ
の
中
の
地
割
が
整
然
と
し
た
多
数
の
坪
か
ら
成
立
っ
て
い
る
と

と
か
ら
、
矢
張
り
条
皇
施
行
地
域
と
見
倣
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。

山
陰
地
方
で
は
、
条
が
残
っ
て
塁
の
数
詞
を
欠
除
す
る
場
合
と
、

里
が
残
っ
て
条
が
図
に
置
換
さ
れ
て
い
る
場
合
と
が
あ
る
。
前
者
の

例
を
因
幡
固
に
見
る
。
東
大
寺
領
因
幡
国
高
庭
荘
に
関
し
て
は
三
つ
の
古
文
書
@
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
総
覧
す
る
と
、
北
一
条
か
ら
北
八
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条
ま
で
な
ら
び
、
そ
の
中
に
散
伎
塁
・
土
浦
東
呈
・
草
尾
毘
・
井
門
豆
・
大
坊
星
・
謂
世
間
里
な
ど
と
数
詞
の
な
い
塁
が
配
置
さ
れ
、

さ
ら

に
南
一
条
海
別
里
と
い
う
の
も
存
在
す
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
あ
る
一
線
を
画
し
て
条
が
南
北
に
分
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
後
者
の
例
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は
美
作
国
の
場
合
で
、
天
慶
三
年
(
九
四

O
)
の
真
生
等
治
田
売
券
@
の
中
に
、
阿
白
井
図
三
塁
・
浦
田
八
図
九
里
・
九
図
九
里
・
十
図
八

塁
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
条
の
代
り
に
図
と
な
っ
て
い
る
地
域
は
山
陰
地
方
だ
け
で
な
く
、

そ
の
流
れ
は
北
九
州
に
も
及
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
、
条
皇
の
呼
称
は
一
般
の
数
詞
付
き
条
毘
だ
け
に
限
ら
れ
ず
、
色
々
な
場
合
が
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
が
地
域

に
よ
っ
て
異
っ
て
い
る
。
山
陽
に
は
山
陽
筋
独
得
の
型
が
あ
り
、
山
陰
は
ま
た
別
の
タ
イ
プ
を
形
成
し
て
い
る
。
山
陽
型
・
山
陰
型
を
設

定
し
た
所
以
で
あ
る
。
以
下
同
様
な
理
由
の
も
と
に
種
々
の
型
に
つ
い
て
説
述
し
よ
う
。

四
国
型

阿
波
や
讃
岐
の
よ
う
な
近
畿
地
方
に
近
い
東
四
国
は
近
畿
型
条
里
で
、
伊
予
の
よ
う
な
西
田
固
に
四
国
型
条
豆
が
現
わ
れ

る
。
土
佐
は
平
安
遺
文
の
上
か
ら
は
明
か
に
し
難
い
。

阿
波
国
で
は
嘉
祥
三
年
(
八
五

O
)
の
新
島
荘
長
解
@
a
の
「
申
進
荘
地
中
在
公
地
勘
注
事
」
の
中
に
十
六
条
十
ニ
桑
原
豆
・
十
三
里
・

十
四
里
の
中
に
あ
る
各
坪
の
公
地
反
別
が
記
さ
れ
、

ま
た
周
年
の
東
大
寺
阿
波
国
新
島
荘
の
坪
付
@
b
で
も
何
条
九
葦
原
里
・
十
枚
方
古

川
毘
と
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
数
詞
付
き
条
豆
ば
近
畿
型
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

讃
岐
固
に
つ
い
て
は
香
東
条
内
野
原
荘
や
多
度
郡
多
度
荘
の
四
至
が
数
詞
付
き
条
塁
に
よ
っ
て
取
り
固
ま
れ
て
い
-
る
こ
と
は
前
述
の
通

り
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
周
縁
の
も
の
で
な
く
、
内
部
に
条
里
の
み
ら
れ
る
も
の
を
求
め
る
と
、
東
寺
の
末
寺
で
あ
る
善
通
・
憂
茶
羅

両
寺
の
寺
領
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
久
安
元
年
(
一
一
四
五
)
の
注
進
状
@
に
よ
る
と
、

そ
れ
ら
の
寺
領
は
仲
村
・
弘
田
・
吉
原
の
三
カ
郷
に

跨
が
り
、
次
に
示
す
よ
う
に
数
調
付
き
条
塁
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。

善
通
寺

仲
村
郷
三
条
七
里
・
八
皇
、
四
条
七
里
・
八
皇

弘
田
郷
四
条
七
・
八
里

受
奈
羅
寺



吉
原
郷
六
条
八
豆
、
七
条
八
星

と
の
よ
う
な
東
四
国
の
も
の
に
比
べ
て
伊
予
の
場
合
は
趣
き
を
異
に
し
、
安
和
二
年
(
九
六
九
)
の
宇
麻
郡
豊
村
荘
@
で
は

二
条
返
谷
田
塁
・
深
谷
田
里
三
条
長
川
回
旦
・
村
岡
皇
・
腕
原
因
里

四
条
小
竹
原
図
星
・
石
村
田
里
・
多
布
佐
支
田
皇
・
湿
田
里
・
大
岡
田
里

五
条
妻
迫
田
塁
・
大
田
畏
・
竿
原
田
里
六
条
湿
田
里
・
藤
木
田
里
・
墓
部
田
星

七
条
土
和
田
里
・
土
和
岡
田
里
十
六
条
碓
井
田
里

十

九

条

胸

高

田

里

二

十

三

条

多

布

佐

支

田

里

・

椎

迫

田

里

と
の
伊
予
国
の
条
呈
に
み
る
よ
う
に
西
四
国
で
は
、
数
詞
付
き
の
条
は
あ
る
が
、

呈
の
方
は
名
称
だ
け
で
数
詞
が
な
い
と
こ
ろ
に
四
国
型

の
特
色
が
あ
る
。

北
九
州
型
と
南
九
州
型

北
九
州
で
は
太
宰
府
が
置
か
れ
て
い
た
筑
前
国
を
中
心
に
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
に
条
皇
制
が
よ
く
普
及
し
て
い

荘園体制下における条里の研究

る
が
、
条
呈
の
呼
称
は
地
域
に
よ
っ
て
異
っ
て
お
り
、
北
九
州
と
し
て
一
括
す
る
な
ら
ば
、
各
種
の
も
の
が
混
合
し
て
複
雑
化
し
た
と
こ

ろ
に
特
色
が
あ
り
、

ま
た
此
処
だ
け
し
か
存
在
し
な
い
条
甲
も
あ
る
こ
と
が
ら
北
九
州
型
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
表

現
し
て
い
る
資
料
と
し
て
、
延
喜
五
年
(
九

O
五
)
の
筑
前
国
観
世
音
寺
資
財
帳
@
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
と
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
寺
領
荘
園

が
筑
前
国
嘉
麻
郡
長
尾
荘
・
上
座
郡
把
伎
荘
・
筑
後
国
生
葉
郡
生
葉
荘
の
三
カ
所
に
あ
り
、
熟
田
三
十
町
三
反
百
三
十
六
歩
と
懇
回
四
十

三
町
と
を
宥
し
、

そ
れ
ら
水
田
の
所
在
が
条
皇
の
坪
ご
と
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
条
塁
の
呼
称
が
国
ご
と
に
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
に

興
味
を
惹
く
。
す
な
わ
ち
、

143 

筑
前
国

那
珂
郡
三
図
六
里

嘉
麻
郡
大
母
五
図
四
里
・
五
里
・
大
母
四
国
六
車
・
八
図
十
四
里
・
十
五
畏
・
九
図
十
里
・
十
図
七
里
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穂
浪
郡
補
田
八
図
八
里
・
七
図
八
里
・
九
図
七
里
・
十
図
八
里
・
十
ニ
図
六
里
・
七
里
J

十
四
図
七
里
・
十
里
・
伏
見
回
一
図
四
皇

上
座
郡
把
伎
田
一
図
六
皇
・
七
里
・
八
里
・
ニ
図
五
畏
・
六
里

御
笠
郡
南
六
図
一
旦
・
二
塁
・
荷
七
図
一
里
・
二
塁

筑
後
国

三
原
郡
十
三
条
二
甲
・
十
五
条
三
甲

生
薬
郡
十
三
条
六
甲
・
十
四
条
六
甲

竹
野
郡
十
七
条
五
甲
・
十
八
条
五
甲

肥
前
国

基
摩
郡
ニ
条
基
臨
時
田
里
・
農
張
回
塁

三
根
郡
六
条
樋
田
里
・
七
条
鳥
取
里

神
崎
郡
七
条
駅
家
里

な
お
、
他
の
資
料
に
よ
っ
て
、
と
れ
を
補
う
と
、
延
久
元
年
〈
一

O
六
九
)
の
観
世
音
寺
領
筑
前
国
碓
井
封
困
(
嘉
麻
郡
)
@
で
も
、
四
図
三

里
・
四
里
・
五
毘
・
五
図
三
塁
・
四
塁
・
五
里
・
六
図
三
塁
・
四
塁
・
七
図
三
塁
・
四
里
・
八
図
三
塁
と
あ
っ
て
、
筑
前
国
で
は
条
の
代

り
に
図
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
の
美
作
国
の
場
合
と
全
く
同
一
で
あ
っ
て
、
山
陰
型
の
一
系
列
が
北
九
州
へ
進
出
し
た
よ
う
な

感
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
逆
か
も
し
れ
な
い
。

肥
前
国
の
別
の
事
例
と
し
て
安
元
二
年
〈
一
一
七
六
)
の
河
上
宮
神
間
⑧
を
み
る
と
次
に
掲
げ
た
如
く
、
数
詞
付
き
の
条
は
あ
る
が
、

豆

の
方
は
名
称
だ
け
で
数
詞
は
な
い
。

三
条
高
市
塁

塁
・
高
市
星

六
条
淵
里
・
河
崎
皇
八
条
唐
太
田
呈

十
三
条
荒
墓
畏
・
栄
乃
依
里
・
新
居
呈

七
条
木
原
呈
・
曾
禰
皇
・
池
尻
塁

十
四
条
美
乃
依
塁

九
条
石
占
里

十
一
条
甲
高
市
皇
・
牧
田

こ
の
こ
と
は
前
記
伊
予
国
の
場
合
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
四
国
型
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
た
め
に
、

そ
の
中
聞
に
介
在
す
る

東
九
州
の
豊
後
国
の
条
呈
を
眺
め
よ
う
。
康
保
二
年
〈
九
六
五
)
の
杵
原
八
幡
宮
文
書
@
に
よ
る
と
、
こ
の
豊
後
国
も
南
七
条
墓
回
皇
と
い

う
よ
う
に
、
伊
予
国
の
場
合
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
従
っ
て
九
州
地
方
の
う
ち
で
も
東
九
州
の
一
角
は
四
国
型
の
喰
込
ん
だ
地
域
と
み
て

よ
い
。
故
に
そ
の
四
国
型
の
流
れ
が
肥
前
に
入
っ
た
と
一
応
考
え
ら
れ
る
が
、
或
は
そ
の
逆
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
肥
後
国
で
は
治
承



二
年
ご
一
七
八
)
の
鹿
子
木
東
荘
@
に
見
る
よ
う
に
馬
橋
呈
・
田
昌
皇
と
あ
る
だ
け
で
、
条
も
な
く
単
に
里
だ
け
残
っ
て
い
る
む
し
か
も

そ
の
皇
の
中
に
は
一
坪
か
ら
三
十
六
坪
ま
で
の
地
割
が
あ
る
の
で
、
条
呈
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

わ
が
国
で
最
も
西
南
端
に
位
す
る
大
隅
国
が
、

か
え
っ
て
中
央
地
域
で
あ
る
近
畿
と
条
里
呼
称
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
面
白
い
。
康
治

み元
る年
とご

贈 m

験日
郡己

全議
孟塁
胃 G
a ""司.且白
の品

記記
号僧
γl'‘ λニ二
号長
~， カミ

.t、

宇品
tf 寺tz 
zg 
~ 陀ー
11 謎舎

の 末

長{J.，.
*聖
問料
受と
ー し
ーて
三寄
五進
可し
』た

iF 
J3反
情@
宮 a

検の
校所
厳在
祥地
のを

団
地
一
町
の
売
券
@
b
に
も
二
条
二
塁
と
あ
り
、

大
隅
国
の
条
皇
が
数
調
付
き
の
も
の
で
あ
る
と
と
が
判
る
。
こ
の
よ
う
に
南
九
州
に
か

け
は
な
れ
た
正
規
条
皇
が
分
布
す
る
た
め
、
こ
れ
を
南
九
州
型
と
な
し
た
の
で
あ
る
。

関
東
型
付
東
北
型
南
九
州
か
ら
反
対
方
向
に
北
東
に
飛
ん
で
、
古
文
書
に
現
わ
れ
て
く
る
条
星
の
北
限
で
あ
る
関
東
を
見
る
と
、
こ

の
地
域
も
亦
南
九
州
と
同
様
に
数
詞
付
き
の
正
規
条
皇
と
な
る
。

荘園体制下における条里の研究

上
総
国
今
富
名
で
は
能
勢
村
に
七
条
三
塁
・
四
豆
、
八
条
二
皇
・
三
塁
、
九
条
二
塁
・
三
塁
・
四
皇
の
存
在
す
る
こ
と
は
前
述
の
通
り

で
あ
る
が
、
野
間
村
に
も
四
条
二
塁
の
あ
る
こ
と
を
追
加
し
て
お
く
。
最
も
整
然
と
し
た
形
で
数
詞
付
き
条
皇
が
現
わ
れ
て
い
る
の
は
下

総
国
香
取
社
領
大
槻
郷
@
の
応
保
二
年
(
一
二
ハ
二
)
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

一
条
一
大
貫
里
・
二
上
座
里
・
三
片
野
里
・
四
松
原
里
・
五
川
廻
里

二
条
一
大
桑
皇
・
二
山
前
皇
・
三
努
岐
里
・
四
岡
本
塁
・
五
浜
里
・
六
村
山
里

三
条
一
吉
原
畏
・
二
銭
山
里
・
三
編
玉
里
・
四
新
家
里
・
五
牧
田
里
・
六
野
田
里

四
条
一
山
川
里
・
二
許
夫
呈
・
三
小
総
旦
・
四
稲
田
皇
・
五
夫
雑
里

五
条
二
神
瓜
里
・
三
船
下
里
・
四
大
屋
塁

六
条
一
賀
是
里
・
二
楊
塁
・
三
恵
津
里

七
条
一
君
負
塁
・
二
小
野
里
・
三
気
呈

145 
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入
条
一
蕩
倉
里
・
ニ
若
栗
塁
・
三
清
水
里

長
元
元
年
〈
一

O
二
八
)
の
武
蔵
国
大
里
郡
坪
付
(
平
安
遺
文
九
巻
四
六
一

O
号
)
を
み
る
と
、
次
に
示
す
よ
う
に
数
詞
付
き
正
規
条
塁

が
は
っ
き
り
現
わ
れ
、
坪
ご
と
に
公
団
・
菱
自
・
乗
田
・
圧
回
の
別
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

-
:
二
栗
生
里
・
二
一
回
作
所
里
・
四
速
津
毘
・
五
箭
田
豊
・
六
牧
川
里
・
七
石
井
星

五
条
一
富
久
良
里
・
ニ
郡
家
里
・
三
中
島
里
・
四
高
田
里
・
五
、
、
皇
・
六
鷲
田
里
・
七
幡
町
里
・
八
楊
回
塁

六
条
一
、
、
麻
里
・
二
楊
井
里
・
一
ニ
新
生
塁
・
四
新
、
塁
・
五
青
山
皇
・
六
三
驚
里
・
七
髄
皇
・
八
楊
師
里
・
九
川
俣
里

七
条
一
牧
津
皇
・
ニ
勾
回
塁
・
三
桑
田
里
・
四
麹
皇
・
五
榎
田
里
・
六
莱
鐘
星
・
七
下
榎
里
・
八
宥
田
里
・
九
新
野
里
・
十
川
辺
里

八
条
}
勾
回
毘
・
ニ
桑
田
里
・
三
槽
田
里
・
四
片
崩
塁
・
五
染
田
隻
・
六
物
ア
里
・
七
柱
田
里
・
八
瞳
回
里
・
九
直
里
・
十
川
辺
里

九
条
一
川
辺
塁
・
ニ
麹
田
皇

こ
の
よ
う
な
と
と
か
ら
、
南
九
州
型
を
措
定
し
た
の
と
全
く
同
じ
理
由
で
、
関
東
型
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
と
の
関
東
型
の
分
布

区
域
は
、
前
述
し
た
甲
斐
国
市
河
荘
の
事
例
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、
中
部
地
方
へ
延
び
て
甲
斐
国
へ
及
ん
で
い
る
。

関
東
地
方
か
ら
さ
ら
に
北
進
し
て
東
北
地
方
を
眺
め
る
と
、
延
暦
二
年
(
七
八
三
)
の
出
羽
国
か
ら
の
奏
文
に
、
雄
勝
・
平
鹿
両
郡
で
は

口
分
回
を
給
す
と
あ
っ
て
、

口
分
田
の
制
度
が
施
行
さ
れ
た
と
思
わ
れ
‘

し
た
が
っ
て
こ
れ
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
条
皇
制
も
実
施
さ
れ

一J

口
と
か
市
ノ
坪
と
い
う
よ
う
な
地
名
を
追
っ
て
秋
田
市
や
横
手
市
に
条
塁
遺
構
が
見
つ
け
出
さ
れ
て
い
る
が
、
古
文

書
の
上
か
ら
条
里
を
究
明
し
難
い
の
で
、
条
呈
の
呼
称
は
判
ら
な
い
。
し
か
し
今
後
こ
の
地
域
の
研
究
が
進
め
ば
東
北
型
が
で
き
る
に
ち

た
に
違
い
な
く
、

ゃ、品、
F

久、。

カ
し
え
し

東
海
型
付
北
陸
型

東
海
道
筋
で
は
、
美
、
濃
国
は
数
詞
付
き
条
皇
が
ひ
ろ
が
り
、
近
畿
型
の
東
方
へ
の
延
長
と
考
え
ら
れ
る
が
、
尾
張

国
に
入
る
と
、
条
は
数
詞
付
き
で
あ
る
が
、

星
は
数
詞
を
欠
い
て
呼
名
だ
け
と
な
り
、
遠
江
固
に
向
う
と
、
条
が
全
然
消
失
し
、
呼
名
を



有
す
る
呈
だ
け
と
な
る
。
だ
が
遠
江
の
西
部
で
は
、
時
々
数
詞
付
き
の
里
が
残
る
場
合
も
あ
る
が
、

ま
る
。
概
し
て
呼
名
を
も
っ
呈
だ
げ
と
な
る
と
こ
ろ
に
東
海
地
方
の
特
色
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
東
海
型
と
す
る
。
と
う
し
た
東
海
型
の

そ
の
皇
も
わ
ず
か
二
塁
ま
で
に
と
ど

顕
著
に
出
現
す
る
遠
江
国
の
東
部
か
ら
資
料
を
挙
げ
、
次
第
に
西
に
向
っ
・
て
尾
張
・
美
濃
と
事
例
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

円
勝
寺
領
遠
江
国
蓑
原
郡
質
侶
荘
@
大
治
四
年
(
一
一
一
一
九
)

質
侶
郷
鶴
谷
里
・
大
田
里
・
神
所
里

湯
日
郷
郡
部
皇
・
岡
田
里
・
生
恵
東
星
・
生
恵
里
・
神
所
里
・
湯
日
里
・
深
字
木
里
・
鎌
蔵
里
・
田
片
世
里

松
尾
神
社
領
遠
江
国
豊
田
郡
池
田
荘
@
嘉
応
三
年
二
一
七
一
)

富
田
一
里
。
大
見
村
大
見
皇
・
捌
生
旦
・
江
墓
里
・
細
沢
里
・
治
虫

相
撲
田
一
里
。
岡
本
郷
田
川
里
・
二
皇
・
福
山
里
・
南
福
里

池
田
郷
一
塁
・
二
塁
。
士
口
富
一
塁
。
。
国
富
保
羽
婆
里
・
小
池
里
・
楊
回
里

高
木
郷
一
里
。
草
一
前
郷
一
里
。
候
島
一
塁
。

尾
張
国
海
辺
郡
十
三
条
馬
背
里
@
延
暦
二
年
(
七
八
三
)

グ
中
島
郡
四
条
石
門
里
・
大
口
里
@
弘
仁
十
一
年
(
八
二

O
)

グ
島
郡
一
条
勾
金
里
・
建
部
塁
。
二
条
草
引
里
・
酒
墓
里
@

グ
丹
羽
郡
十
六
条
道
辺
塁
。
十
七
条
桑
原
里
(
向
上
)
天
長
二
年
(
八
二
五
)

尾
張
国
春
部
郡
安
食
荘
@
康
治
二
年
(
一
一
四
一
ニ
)

安
食
郷
十
六
条
馬
賀
里
。
十
七
条
回
村
里
・
安
蔚
塁
・
町
原
里

十
八
条
水
別
皇
・
迫
田
里
・
味
鏡
里
・
賀
智
旦
・
石
海
里
・
馬
屋
里
・
頚
成
里

十
九
条
美
ミ
塁
・
鴇
田
里
・
続
榛
皇
・
楊
里
・
米
里
・
安
井
里
・
当
摩
里
・
安
食
里

東
如
意
比
目
里
・
馬
津
塁
・
酒
見
呈
・
六
師
呈
・
大
針
塁

間
如
意
白
鳥
里
・
弓
絃
皇

荘園体制下における条里の研究147 
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美
濃
国
で
は
池
田
郡
泉
江
荘
に
十
一
条
六
里
・
十
二
条
五
回
で
六
塁
・
十
三
条
六
里
の
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
こ
と
で
は
そ
の

ほ
か
の
事
例
を
示
そ
う
。

大
教
院
領
美
濃
国
市
橋
荘
@
永
治
元
年
(
一
一
四
一
)

厚
見
郡
八
条
十
里

美
濃
国
大
井
荘
@
延
久
三
年
(
一

O
七
一
)

安
八
郡
十
六
条
三
里

北
陸
地
方
は
荘
園
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
安
遺
文
は
こ
の
地
域
の
古
文
書
を
殆
ん
ど
掲
載
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
別
の
文

献
を
渉
猟
し
な
け
れ
ば
北
陸
型
の
措
定
は
む
ず
か
し
い
の
で
あ
る
が
、
遺
文
所
載
の
わ
ず
か
二
例
を
み
る
と
、

若
狭
国
松
、
氷
保
内
恒
板
名
@
大
治
元
年
(
一
二
一
六
)

東
郷
杉
若
一
星
・
二
塁
。
黒
田
三
塁
・
四
塁
。
青
墓
四
里

西
郷
志
味
二
塁
・
三
塁

こ
の
よ
う
に
数
詞
付
き
の
毘
は
見
ら
れ
る
が
条
が
欠
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
越
前
国
に
な
る
と
前
掲
の
如
く
最
勝
寺
領
丹
生
北
郡
大
蔵
荘

の
南
限
は
七
条
二
塁
と
あ
っ
て
数
詞
付
き
正
規
条
星
と
な
っ
て
い
る
。
越
中
や
越
後
方
面
は
遺
文
に
記
載
が
な
い
が
、
若
狭
・
越
前
の
例

か
ら
推
察
す
れ
ば
特
異
な
タ
イ
プ
が
現
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

近
畿
型

律
令
国
家
の
本
拠
で
あ
り
、
条
里
遺
構
は
今
日
で
も
景
観
の
上
に
鮮
明
に
認
め
ら
れ
る
奈
良
盆
地
な
ど
も
あ
っ
て
数
詞
付
き

正
規
の
条
星
が
広
く
存
在
し
て
い
そ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
遺
文
に
よ
っ
て
検
討
し
て
ゆ
く
と
な
か
な
か
複
雑
で
あ
る
。
ま
ず
、
近
江
国
か

ら
眺
め
よ
う
。

延
久
二
年
(
一

O
七

O
)
の
弘
福
寺
領
近
江
国
平
流
荘
・
伊
香
荘
・
蔵
部
荘
@
で
は
、

愛
智
郡
平
流
荘
二
条
七
里
・
八
豆
、
三
条
十
六
旦



伊
香
郡
伊
香
荘
十
八
条
四
里
・
五
旦

同
郡
蔵
部
荘
二
十
六
条
七
皇
、
二
十
七
条
三
塁
・
四
皇
、
二
十
八
条
ニ
里

ま
た
永
承
七
年
(
一

O
五
二
)
の
近
江
国
愛
智
荘
@
に
は
九
条
十
皇
、
十
条
五
・
七
・
八
皇
、
十
一
条
七
・
八
・
九
豆
、
十
二
条
八
・
九
・

十
皇
、
十
三
条
十
桑
原
皇
と
あ
り
、
承
平
二
年
(
九
三
二
)
の
近
江
国
蒲
生
郡
土
田
荘
@
で
は
十
条
十
・
十
一
皇
、
十
一
条
七
・
十
皇
、
十

二
条
七
・
十
一
豆
、
十
三
条
七
・
八
・
九
・
十
・
十
一
・
十
二
皇
、
十
四
条
六
・
十
里
、
十
五
条
十
一
皇
、
三
条
十
六
・
十
七
・
十
八
里

が
見
ら
れ
、
長
保
三
年
(
一

O
O
一
)
の
近
江
国
野
洲
南
郡
中
津
神
崎
荘
@
に
は
八
条
十
一
・
十
二
・
十
三
・
十
四
皇
、
九
条
十
一
・
十
二

-
十
三
・
十
四
皇
、
十
条
十
・
十
一
・
十
二
・
十
三
・
十
四
里
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
蚊
野
郷
十
二
条
八
長
田
皇
、
長
岡
郷
大
原
二
条
三

豆
、
大
国
郷
十
条
六
里
な
ど
、

い
ず
れ
を
み
て
も
近
江
国
は
数
調
付
き
条
里
で
あ
る
。

荘園体制下における条里の研究

と
こ
ろ
が
山
城
国
に
な
る
と
、
す
っ
か
り
様
子
が
変
わ
り
、
条
は
数
調
が
あ
る
が
豆
は
そ
れ
を
欠
い
て
い
る
。
山
城
国
葛
野
郡
に
あ
る

広
隆
寺
の
資
財
交
替
実
録
帳
@
は
仁
和
三
年
(
八
八
七
)
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
水
田
六
十
四
町
一
反
余
の
所
在
が
坪
ご
と
に
詳
し

く
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
条
星
呼
称
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

四
条
郊
回
箆
殖
椀
星
。
五
条
荒
蒔
里
・
立
屋
呈
・
市
川
塁
。

六
条
並
皇
・
土
木
島
里
。
七
条
牛
飼
里

相
楽
郡
大
狛
荘
や
紀
伊
郡
で
も
同
様
で
、
六
条
波
曽
瀬
里
と
か
九
条
須
目
六
回
里
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
保
元
三
年
(
一
一
五
久
)
の
宇

治
郡
醍
醐
寺
領
@
で
は

主49

小
野
郷
二
条
椿
市
東
里
・
玉
井
上
里

三
条
椿
市
西
里
・
宮
滞
毘
・
玉
井
下
里
・
上
足
形
皇

四
条
館
南
里
・
同
北
里
・
上
石
田
里
・
賀
郡
布
里
・
下
足
形
星
・
下
小
野
里
・
下
大
薮
里
・
山
科
皇
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石
田
郷
五
条
石
田
里
・
市
辺
里
・
岡
元
塁
・
社
里
・
竹
原
皇
・
栗
栖
里

六
条
布
一
旦
回
塁
・
椿
木
星
・
北
石
川
里
・
昨
回
里
・
梧
本
里

そ
の
ほ
か
、
紀
伊
郡
九
条
深
草
皇
・
高
田
郷
三
条
高
粟
田
豆
、
乙
訓
郡
八
条
榎
小
田
毘
・
会
手
阜
、
相
楽
郡
額
田
村
三
条
稲
間
里
な
ど
が

種
々
の
古
文
書
に
散
見
す
る
。

大
和
国
こ
そ
条
皇
制
が
正
規
に
発
達
し
て
い
る
と
思
わ
れ
そ
う
だ
が
、
必
ず
し
も
左
様
で
は
な
く
、
次
に
示
す
よ
う
に
二
様
の
条
里
呼

称
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
寛
弘
三
年
(
一

O
O六
)
の
大
和
国
弘
福
寺
所
領
寺
辺
並
に
国
内
荘
@
で
は

寺
辺
、
高
市
郡
東
二
十
八
条
一
塁
、
三
十
条
三
・
四
皇

佐
位
荘
、
十
市
郡
東
二
十
二
条
三
阜
、
二
十
三
条
二
・
三
・
七
皇
、
二
十
四
条
二
・
三
・
六
里

山
辺
荘
、
山
辺
郡
九
条
五
・
六
里

広
瀬
荘
、
広
瀬
郡
二
十
条
五
皇
、
二
十
一
条
五
・
六
皇
、
二
十
二
条
四
・
五
里

と
い
う
よ
う
に
数
調
付
き
条
星
に
な
っ
て
い
る
が
、

し
か
し
こ
の
文
書
の
末
尾
に
一
カ
処
だ
け
「
広
瀬
郡
真
野
条
七
成
相
里
・
八
池
上

呈
」
の
如
く
、
条
に
数
詞
を
欠
き
、
代
っ
て
呼
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、

さ
ら
に
寛
弘
三
年
(
一

O
O六
)
及
び
同
六
年
(
一

O
O九
)
の

栄
山
寺
所
領
回
畠
@
の
記
載
を
み
る
と
、

そ
の
こ
と
が
一
層
は
っ
き
り
す
る
。

字
智
郡
、
郡
条
二
・
七
里
、
佐
味
条
四
・
五
・
六
・
七
里
、
真
土
条
八
里
、
二
細
山
里
、
重
坂
条
士
了
四
・
五
塁
、
阿
階
条
一
・
四
皇
、
河
南
三
条
四

呈
・
五
灰
焼
里
・
六
回
原
皇
、
堤
条
一
塁
・
二
細
山
里

十
市
郡
、
西
十
六
条
五
皇
、
十
七
条
五
皇

広
消
郡
、
十
七
条
二
塁
、
十
八
条
二
塁

安
西
郡
草
生
荘
も
十
五
条
七
廃
井
里
な
ど
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

伊
賀
国
は
数
詞
付
き
条
皇
で
あ
る
。
永
長
二
年
(
一

O
九
七
)
の
六
条
院
領
伊
賀
園
山
田
村
@
に
は
九
条
五
・
八
・
七
豆
、
十
条
七
里
が



あ
り
、
ま
た
康
保
二
年
(
九
六
五
)
の
文
書
@
に
は
夏
見
郷
十
条
一
・
一
一
里
‘
十
一
条
二
・
三
塁
と
あ
り
、
天
喜
四
年
(
一

O
五
六
)
の
藤
原

実
遠
所
領
伊
賀
郡
長
田
郷
@
に
二
十
三
条
一
・
コ
一
旦
が
あ
る
。

伊
勢
国
も
伊
賀
と
同
様
で
、
飯
野
荘
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
た
の
で
、
康
平
五
年
(
一

O
六
二
)
四
天
王
寺
領
伊
勢
国
安
濃
郡
@
の
場
合

を
次
に
表
示
す
る
。

荘園体制下における条里の研究

四
条条条条

塔世 世塔 塔世 世塔 塔世

里 里 里 里皇. 
三七二二 五

塔世 八田 塔世 村皇中 垂水

里里皇 皇. 

九条 条八 条七 六条 条五

四四三三三

茂賀 安宅 法見 里見渋 上岡

里里里 里

二 二 ニ 二十

十三 二十 一十 条十 条九

条条条一一
一一一比里
忍忍、無ミ坂
回目酒山里
里里皇皇

無 比
酒ミ
里 山

塁

ま
た
延
暦
二
十
年
(
八

O
一
)
の
伊
勢
国
桑
名
郡
播
梓
島
東
荘
@
に
は
桑
名
郡
一
条
辰
用
里
・
二
土
入
呈
・
三
姫
島
皇
、
六
条
九
鳥
垣
里
、

七
条
二
多
治
比
辺
豆
、
三
重
郡
六
条
五
鍬
柄
呈
が
あ
る
。

志
摩
国
で
は
答
志
郡
の
康
保
三
年
(
九
六
六
)

a
と
長
徳
二
年
(
九
九
六
百
b

の
二
事
例
が
あ
っ
て
、
二
条
上
鴨
呈
・
鴨
村
三
条
鴨
里

の
如
く
、

里
に
数
詞
を
欠
き
呼
名
だ
け
と
な
る
。

同
じ
く
近
畿
地
方
の
中
で
も
、
紀
伊
国
は
頗
る
趣
き
を
異
に
し
、
北
九
州
の
筑
前
国
な
ど
で
み
た
よ
う
に
条
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
が
図

と
な
っ
て
い
る
。
永
承
四
年
(
一

O
四
七
)
の
高
野
山
金
剛
峯
寺
領
田
@
a
と
治
暦
三
年
(
一

O
六
七
)
の
薬
王
寺
文
書

b

と
を
み
る
と
、
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伊
都
郡
長
社
村
十
三
図
コ
了
四
里
、
十
四
図
二
・
三
塁

大
野
村
十
五
図
三
・
四
里
、
十
六
図
二
塁
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名
草
郡
本
渡
村
三
宅
五
図
二
塁
、
六
図
ニ
里

岡
田
村
三
宅
五
図
一
塁
、
六
図
一
里

多
太
村
且
来
四
図
三
里

勢
田
村
且
来
四
図
四
里

そ
の
他
、
那
賀
郡
野
上
荘
に
は
一
図
一
塁
・
二
図
一
・
二
塁
、
海
部
郡
衣
奈
園
に
は
衣
奈
図
九
・
十
豆
、
ま
た
荒
川
荘
に
は
一
図
一
塁
・

三
図
二
塁
と
あ
る
。

和
泉
国
を
み
る
と
、
延
喜
二
十
二
年
(
九
二
二
)
頃
の
大
鳥
郷
@
で
は
単
に
大
鳥
皇
・
原
田
星
・
高
槻
皇
・
菅
町
皇
・
葦
田
正
皐
・
布
施

屋
皇
・
水
合
呈
・
赤
坂
呈
な
ど
あ
っ
て
条
を
欠
い
て
い
る
。

摂
津
国
は
数
詞
付
き
の
正
規
条
呈
の
姿
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
八
部
郡
@
で
は
七
条
二
・
三
・
四
虫
、

八
条
二
・
四
皇
、
九
条
四
・
五
豆
、

十
条
四
・
五
皇
と
あ
り
、

一
塁
が
あ
る
。

そ
の
他
、
島
下
郡
宿
久
荘
に
は
八
条
二
里
、
九
条
二
塁
、
島
上
郡
に
は
八
条
八
豆
、
同
郡
水
成
瀬
村
に
は
二
条

河
内
国
は
山
城
の
場
合
と
同
様
で
、
石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
の
荘
鹿
@
に
は
、

若
江
郡
掃
部
別
宮

南
条
犬
甘
里
・
楊
回
里
・
間
田
里
・
海
川
田
里
・
佐
奈
笠
里
・
千
村
里
・
毛
智
里
・
辛
国
白
星

錦
部
郡
甲
斐
荘

宮
道
呈
・
社
塁
・
狭
田
里
・
正
皇
・
久
保
田
里
・
堅
田
里

十
二
条
天
野
里
・
門
田
里

同
郡
布
士
山
見
荘

槻
本
毘
・
川
原
里
・
山
守
里
・
中
島
里
・
正
里
・
猪
垣
毘
・
蝦
野
里
・
萩
原
里
・
井
尻
里
・
大
野
里
・
門
田
里
・
佐
田
塁
・
久
保
白
星
・
天
野

里
・
畠
田
里
・
山
田
里



丹
北
郡
矢
田
荘

一
条
矢
田
部
、
篠
原
里

北
三
条
駅
家
里
・
楯
原
中
皇
・
田
井
里
・
野
中
里

北
四
条
井
塞
里

渋
河
郡
大
地
荘

六
条
冷
江
里
・
次
回
里
。
七
条
橋
島
里
・
足
代
里

河
内
郡
林
燈
油
菌

三
条
土
江
里
。
四
条
梶
無
里
・
黒
田
里

五
条
山
田
里
・
黒
田
呈
・
大
江
里
・
的
射
皇
・
祝
万
里

六
条
馬
里
。
七
条
祝
万
里

丹
波
国
が
数
詞
付
き
正
規
条
呈
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
但
馬
国
も
同
様
で
元
慶
七
年
(
八
八
三
)
の
観
心
寺
資
財
帳

荘園体制下における条里の研究

@
に
よ
る
と
、
養
父
郡
に
十
一
条
十
四
皇
、
十
六
条
六
雑
里
・
八
豆
、
十
七
条
五
里
・
七
鼓
田
皇
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
挙
げ
た
事
例
を
ま
と
め
る
と
、

一
口
に
近
畿
型
と
い
っ
て
も
畿
内
の
各
地
域
で
条
塁
呼
称
は
異
り
、
数
詞
付
き
正
規
条
皇
は

中
央
か
ら
北
部
に
か
け
て
拡
が
り
、
近
江
を
中
心
に
南
は
伊
賀
・
伊
勢
・
摂
津
か
ら
大
和
の
一
部
に
延
び
、
北
は
丹
波
・
但
馬
に
豆
り
、

そ
の
延
長
は
北
陸
西
部
・
山
陰
東
部
と
東
四
国
・
東
海
道
西
部
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
近
畿
A
型
ま
た
は
近
江
型
と
名
づ
け
て
お
く
。

次
に
山
城
を
以
て
代
表
さ
れ
る
皇
に
数
調
を
欠
く
タ
イ
プ
は
、
東
の
志
摩
と
、
西
の
河
内
と
に
散
在
す
る
。
こ
れ
を
近
畿
B
型
ま
た
は
山

域
型
と
呼
ぼ
う
。
大
和
に
は
正
規
条
呈
の
ほ
か
に
条
に
数
詞
を
も
た
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
近
畿
C
型
ま
た
は
大
和
型
と
し
て

お
く
。
紀
伊
は
頗
る
特
異
な
も
の
で
条
が
図
に
代
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
近
畿
D
型
ま
た
は
紀
伊
型
と
し
よ
う
。
単
に
里
だ
け
が
残
る
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の
が
和
泉
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
近
畿
E
型
ま
た
は
和
泉
型
と
名
づ
け
て
お
く
。
そ
し
て

B
以
下
の
タ
イ
プ
が
A
型
か
ら
移
行
派
生
し
た



154 

T
A
q
4
q
o
a
ι
τ

戸

U

F

O

今

r

o

o

川
三

M
m
ぶ一一一一一日山一人

0 4 

/? 
o 

第 2図条里型の分布

1近江型(正規型) 2山城型(欠数里型) 3大和型(欠数条型) 4紀伊型

(図星型) 5和泉型(単里型) 6備後型(単条型) 7播磨型(条坊型)

8筑後型(条甲型)

変
化
型
で
あ
る
の
か
、
或
は
各
型
そ
れ
ぞ
れ
原
初
型
で
あ
る
の
か

は
今
後
解
決
さ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
が
、
地
形
の
制
約
の
た
め
に

条
の
系
列
が
生
じ
難
く
て
皇
だ
け
で
条
皇
を
施
行
す
る
場
合
も
あ

り
、
条
里
を
各
地
で
実
施
す
る
場
合
に
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
人

の
手
に
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
地
元
の
国
造
等
の
末
商
が
行

う
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
人
達
の
考
え
方
も
影
響
を
与
え

る
で
あ
ろ
う
。

四
、
結

言

律
令
制
が
ら
荘
園
制
へ
と
政
治
形
態
は
変
っ
て
も
、
条
塁
は
荘

園
体
制
下
に
生
き
て
き
た
。
そ
と
で
荘
園
中
に
存
在
す
る
条
呈
を

平
安
遺
文
中
か
ら
取
り
出
し
て
整
理
し
て
ゆ
く
と
、
次
の
八
つ
の

型
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の
分
布
を
示
す
と
第
2
図
の
如
く

な
る
。

近
江
型
(
正
規
型
)

円
近
畿
A
型
〕

分
布
し
、
東
は
越
前
、
美
濃
に
続
き
、
さ
ら
に
飛
ん
で
甲
斐
か
ら

1 

近
江
を
中
心
に
近
畿
地
方
に
ひ
ろ
く

関
東
一
円
に
現
わ
れ
、
西
は
山
陰
に
も
喰
込
み
、
ま
た
東
四
国
を



占
め
、2 

は
る
か
に
離
れ
て
南
九
州
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

山
城
・
河
内
・
志
摩
・
尾
張
・
因
幡
と
い
う
よ
う
に
中
央
か
ら
以
東
で
は
そ
の
分
布
が
散
在
す
る
が
、
西

山
城
型
(
欠
数
呈
型
)

〔
近
畿
B
型〕

日
本
で
は
、
西
四
国
か
ら
東
九
州
を
経
て
西
九
州
へ
と
連
続
し
て
ひ
ろ
い
分
布
を
示
す
。

3 

大
和
型
(
欠
数
条
型
)

〔
近
畿
C
型
〕

紀
伊
型
(
図
星
型
)

〔
近
畿
D
型〕

和
泉
型
(
単
呈
型
)

〔
近
畿
E
型〕

備
後
型
(
単
条
型
)

4 5 6 7 

播
磨
型
(
条
坊
型
)

8 

筑
後
型
(
条
甲
型
)

こ
の
八
つ
の
型
の
う
ち
、
条
坊
型
や
条
甲
型
な
ど
の
よ
う
な
特
殊
の
条
皇
を
除
け
ば
、
他
の
大
部
分
が
近
畿
地
方
に
あ
る
の
で
近
畿
A

里
に
代
っ
て
甲
が
用
い
ら
れ
る
独
得
の
地
域
は
筑
後
だ
け
で
あ
る
。

荘園体制下における条星の研究

大
和
だ
け
に
分
布
す
る
。

紀
伊
に
は
じ
ま
り
、
山
陰
か
ら
北
九
州
へ
と
伸
び
、
東
日
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。

和
泉
を
は
じ
め
若
狭
・
肥
後
・
遠
江
と
い
う
よ
う
に
四
散
し
て
い
る
。

備
後
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
。

み
や
こ
や
太
宰
府
は
別
と
し
て
農
村
地
域
に
み
ら
れ
る
の
は
播
磨
だ
け
で
、
特
異
な
存
在
で
あ
る
。

l
E
型
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
近
畿
の
諸
型
が
全
国
に
拡
が
り
、
そ
れ
ら
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
各
地
方
の
タ
イ
プ
が
定
ま
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
近
畿
型
・
山
陰
型
・
山
陽
型
・
四
国
型
・
北
九
州
型
・
南
九
州
型
・
東
海
型
・
北
陸
型
・
関
東
型
を
措
定
す
る
。
ま
た

資
料
が
見
つ
か
れ
ば
東
北
型
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
荘
園
体
制
下
の
条
里
呼
称
を
本
と
し
て
型
の
設
定
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
各
地
方
の
型
が
ど
の
よ
う
な
特
色
を
も
っ
て
い
る

か
、
か
か
る
内
容
的
な
問
題
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
各
地
方
の
条
皇
の
大
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き
さ
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
が
、
紙
数
の
関
係
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

わ
が
国
発

な
お
、
第
2
図
を
大
観
し
て
、
条
呈
型
の
複
合
し
て
い
る
地
域
が
、
近
畿
と
北
九
州
の
二
カ
所
に
あ
り
、
こ
の
二
中
心
が
、
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祥
の
耶
馬
国
位
置
の
二
説
に
符
合
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
二
中
心
は
条
皇
制
の
根
源
探
索
の
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。

註
①
拙
稿
平
安
遺
文
に
お
け
る
条
里
の
地
理
学
的
研
究
東
海
大
学
論
叢
「
一
般
研
究
」
創
刊
号

①
太
政
官
牒
案
安
楽
寿
院
文
書
平
安
遺
文
六
巻
二
五
一
九
号

③
太
政
官
牒
句
集
石
清
水
田
中
家
文
書
平
安
遺
文
三
巻
一

O
八
三
号

④
美
濃
国
符
案
平
安
遺
文
三
巻
一

O
六
二
号

⑤
権
大
僧
都
解
東
大
寺
文
書
平
安
遺
文
七
巻
三
五
二
二
号

@
太
政
官
符
観
世
音
寺
文
書
平
安
遺
文
四
巻
一
七
一
九
号

⑦
遠
江
国
池
田
荘
立
券
状
松
尾
神
社
文
書
平
安
遺
文
七
巻
三
五
六
九
号

③
近
江
国
奥
島
荘
司
解
平
安
遺
文
三
巻
一
一

O
三
号

①
大
和
国
崇
敬
寺
牒
平
安
遺
文
四
巻
一
一
九
二
号

@
丹
波
国
牒
東
寺
文
書
平
安
遺
文
一
巻
一
=
三
号

@
伊
勢
国
飯
野
荘
大
神
宮
勘
注
平
安
遺
文
一
巻
二
=
三
号

⑫
太
政
官
牒
石
清
水
田
中
家
文
書
平
安
遺
文
三
巻
一

O
八
三
号

⑮
法
勝
院
領
目
録
仁
和
寺
文
書
平
安
遺
文
二
巻
三

O
二
号

@
伊
賀
国
阿
間
福
子
施
入
状
東
南
院
文
書
平
安
遺
文
一
巻
一
四
八
号

@
上
総
国
能
勢
村
今
富
名
坪
付
平
安
遺
文
五
巻
二
四
四

O
号

⑮
播
磨
国
某
荘
別
当
解
内
閣
文
庫
所
蔵
文
書
平
安
遺
文
一
巻
一
九
八
号

@
備
後
回
大
田
荘
立
券
文
案
高
野
山
御
影
堂
文
書
平
安
遺
文
補
遺

2
0・
c
補
一

O
六
号

⑬

a
因
幡
国
高
庭
荘
預
解
承
和
九
年
(
八
四
ニ
)
東
南
院
文
書
平
安
遺
文
一
巻
七
三
号

b
因
幡
国
司
解

M

M

F

F

七
四
号

一
九
六
五
年



C

因
幡
国
高
庭
荘
検
田
候
延
喜
五
年
(
九
O
五

)

グ

グ

@
美
作
真
生
等
治
団
売
券
案
東
大
寺
文
書
平
安
遺
文
一
巻
二
四
七
号

@
a
阿
波
国
新
島
荘
長
解
東
南
院
文
書
平
安
遺
文
一
巻
九
八
号

b
阿
波
国
新
島
荘
坪
付

g

グ

九

九

号

⑧
讃
岐
国
普
通
受
奈
羅
寺
々
領
注
進
状
平
安
遺
文
六
巻
二
五
六
九
号

@
註
⑬
に
同
じ

⑧
筆
別
国
観
世
音
寺
資
財
帳
平
安
遺
文
一
巻
一
九
四
号

@
筑
前
国
嘉
麻
郡
司
解
案
東
大
寺
文
書
平
安
遺
文
三
巻
一

O
三
九
号

⑧
肥
前
国
河
上
宮
神
田
注
文
案
河
上
宮
古
文
書
平
安
遺
文
七
巻
三
七
六
六
号

⑧
豊
後
国
白
原
宮
々
師
僧
仙
照
解
枠
原
八
幡
宮
文
書
平
安
遺
文
一
巻
二
八
五
号

@
藤
崎
宮
々
掌
木
行
近
回
畠
売
券
案
詫
際
文
書
平
安
遺
文
八
巻
三
八
五
八
号

@
a
大
隅
国
正
八
幡
宮
執
印
行
賢
寄
進
状
一
案
台
明
寺
文
書
平
安
遺
文
六
巻
二
四
七
九
号

b
大
隅
国
正
八
幡
宮
検
校
厳
禅
団
地
売
券

g

r

五
巻
二
三
一
八
号

@
香
取
社
大
禰
宜
大
中
臣
某
譲
状
香
取
大
禰
宜
家
文
書
平
安
遺
文
七
巻
三
二
二
三
号

@
遠
江
国
質
侶
荘
立
券
文
案
平
安
遺
文
五
巻
一
一
一
一
一
九
号

@
註
①
に
同
じ

@
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳
平
安
遺
文
一
巻
二

O
号

@
大
和
国
川
原
寺
牒
安
藤
文
書
平
安
遺
文
一
巻
四
六
号

@
尾
張
国
検
川
原
寺
田
帳
東
寺
文
書
平
安
遺
文
一
巻
五
一
号

⑧
尾
張
国
安
食
荘
立
券
文
醍
醐
寺
文
書
平
安
遺
文
六
巻
二
五
一
七
号

⑧
東
大
寺
牒
同
寺
文
書
平
安
遺
文
六
巻
二
四
五
二
号
及
び
美
濃
国
市
橋
荘
住
人
陳
状
案

@
美
濃
国
符
案
平
安
遺
文
三
巻
一

O
六
二
号

@
若
狭
国
恒
板
名
坪
付
帳
案
東
寺
百
合
文
書
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平
安
遺
文
五
巻
ニ

O
六
六
号

一
九
三
号

東
大
寺
文
書

平
安
遺
文
六
巻
二
四
五
四
号
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@
近
江
国
弘
福
寺
領
荘
園
注
進
東
寺
文
書
平
安
遺
文
三
巻
一

O
四
四
号

@
近
江
国
愛
知
官
荘
坪
付
注
文
東
大
寺
文
書
平
安
遺
文
三
巻
六
九
五
号

@
近
江
国
土
田
荘
田
地
注
文
東
寺
文
書
平
安
遺
文
一
巻
二
三
九
号

@
近
江
国
符
案
御
府
文
書
平
安
遺
文
二
巻
四
一
九
号

@
広
隆
寺
資
財
交
替
実
録
帳
同
寺
文
書
平
安
遺
文
一
巻
一
七
五
号
、

@
山
城
国
醍
醐
寺
領
坪
付
案
醍
醐
寺
雑
事
記
三
平
安
遺
文
六
巻
二
九
四
三
・
二
九
四
四
号

@
大
和
国
弘
福
寺
牒
天
理
図
書
館
文
書
平
安
遺
文
二
巻
四
四
四
号

@
大
和
国
栄
山
寺
牒
同
寺
文
書
平
安
遺
文
二
巻
四
四
三
号
・
四
五
一
号

@
六
条
院
領
伊
賀
国
山
田
村
田
畠
注
文
東
大
寺
文
書
平
安
遺
文
四
巻
一
三
八
二
号

@
伊
賀
国
夏
見
郷
万
弥
解
案
東
大
寺
文
書
平
安
遺
文
一
巻
二
八
六
号

@
散
位
藤
原
実
遠
所
領
韓
眠
状
案
東
南
院
文
書
平
安
遺
文
三
巻
七
六
三
号

⑧
伊
勢
国
四
天
王
寺
領
坪
付
同
寺
文
書
平
安
遺
文
三
巻
九
八

O
号

@
伊
勢
国
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳
平
安
遺
文
一
巻
二

O
号

@
a
志
摩
国
答
志
郡
少
領
島
実
雄
治
田
売
券
案
平
安
遺
文
一
巻
二
九
九
号

b
伊
福
部
利
光
治
田
処
分
状
案
光
明
寺
文
書
平
安
遺
文
二
巻
三
六
七
号

@
a
太
政
官
符
案
高
野
山
文
書
平
安
遺
文
三
巻
六
七
五
号

b

g

紀
伊
続
風
土
記
附
四
所
収
薬
王
寺
文
書
グ
一

O
一
六
号

@
和
泉
国
大
鳥
神
社
流
記
帳
同
神
社
文
書
平
安
遺
文
一
巻
一
二
八
号

⑧
橘
経
遠
寄
進
状
九
条
家
文
書
平
安
遺
文
補
遺

2
0・
回
補
三
十
一
号

⑧
註
@
に
同
じ

@
河
内
国
観
心
寺
資
財
帳

同
寺
文
書

平
安
遺
文
一
巻
一
七
回
号




